
お問合せ先：

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

脱炭素型のリサイクル設備・再生可能資源由来素材の製造設備等の導入支援を行います。

プラスチック資源・金属資源等のバリューチェーン脱炭素化のための高度化設備
導入等促進事業

事業イメージ

間接補助事業（補助率１／３，１／２）

➀省CO2型プラスチック資源循環設備への補助
・効率的・安定的なリサイクルのため、プラスチック資源循環の取
組全体（メーカー・リテイラー・ユーザー・リサイクラー）を通
してリサイクル設備等の導入を支援する。
・再生可能資源由来素材の製造設備を支援する。

②金属・再エネ関連製品等の省CO2型資源循環高度化設備への補助
・国内資源に限りがあることから、都市鉱山を資源調達元として位
置づけられるような体制作りを支援する。

【令和５年度予算額 4,991百万円（新規）】

【令和４年度第２次補正予算額 3,000百万円の内数 】

民間事業者・団体等

令和5年度～令和9年度

環境再生・資源循環局 総務課 リサイクル推進室 電話：03-5501-3153

■補助対象

原材料

Li-ion電池
リサイクル設備

太陽光発電設備
リサイクル設備

リユース・
リサイクル

バイオマスプラスチック製造設備 PETボトル水平リサイクル設備

脱炭素型の資源循環

① プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律が令和4年4月に施行されたことを受け、自治体・企業

によるプラスチック資源の回収量増加、また再生可能資源由来素材への需要拡大の受け皿を整備する。

② 再エネの導入拡大に伴って排出が増加する金属資源、半導体をはじめとした少量多品種に分散しているレ

アメタル等を確実にリサイクルする体制を確保する。

バリューチェーン全体の脱炭素化

金属破砕・選別設備

設計・
製造 利用

排出・
回収


